
代理人 住所 代理人 住所

（窓口に来る人） 氏名 （窓口に来る人） 氏名

生年月日 生年月日

通数 通数

□ 　　通 ☑ １　　通

□ 通 □ 通

□ 通 □ 通

本人 住所 本人 住所

（委任する人） 氏名 ㊞　　　 （自署の場合押印は不要） （委任する人） 氏名
脇
町 ㊞　　 （自署の場合押印は不要）

生年月日 生年月日

住所 住所 美馬市穴吹町穴吹字九反地５番地

氏名 ㊞ （自署の場合押印は不要） 氏名 穴吹 花子
穴

   吹 ㊞ （自署の場合押印は不要）

　　　　　　　　　　　　委　任　状 　　　　　　　　　　　　委　任　状

令和　　　年　　　月　　　日 令和　　元　年　　５　月　　２　日

美馬市穴吹町穴吹字九反地５番地

穴吹花子

　　大正・昭和・平成・令和　　　年　　　月　　　日 　　大正・昭和・平成・令和　　３３年　　４月　　１日

必要な証明書 必要な証明書

戸籍関係（※注１）
　戸籍（謄抄本）、除籍（謄抄本）、改製原戸籍（謄抄本）

戸籍関係（※注１）
　戸籍（謄抄本）、除籍（謄抄本）、改製原戸籍（謄抄本）

戸籍の附票の写し（※注１） 戸籍の附票の写し（※注１）

身分証明書（※注１） 身分証明書（※注１）

住民票の写し(除票も含む）（※注２） 住民票の写し(除票も含む）（※注２）

記載事項証明書 記載事項証明書

その他（詳細をご記入ください） その他（詳細をご記入ください）

美馬市脇町大字脇町１３０３番地

脇町太郎

　大正・昭和・平成・令和　　　年　　　月　　　日 　大正・昭和・平成・令和　３４年　６　月　５　日

（※注５）委任する本人がけがや障がいなど身体の状況により自署できない場合は、代筆可能です。
　　上記委任状及び下記の記載を必ず本人の面前で行ってください。

（※注５）委任する本人がけがや障がいなど身体の状況により自署できない場合は、代筆可能です。
　　上記委任状及び下記の記載を必ず本人の面前で行ってください。

本人が傷病等で書写不能なため、 本人が傷病等で書写不能なため、

本書は本人の意思に基づき代筆（または記名・押印）しました。 本書は本人の意思に基づき代筆（または記名・押印）しました。

□ 通 ☑ ２　　通

□ 通 □ 通

私は上記の者を代理人と定め、上記の証明書等を請求受領する一切の権限を委任します。 私は上記の者を代理人と定め、上記の証明書等を請求受領する一切の権限を委任します。

（※注１）委任状は必ず委任する本人が全て自署または記名・押印してください。

（※注２）戸籍関係書類を請求される場合は、依頼人から必ず正しい本籍と筆頭者を確認した上で
　　御来庁ください。

（※注３）個人番号（マイナンバー）及び住民票コードを記載した住民票の写しを請求される場合は、
    代理人に対して直接交付することができません。本人又は本人と同一世帯の方の住所地に
    郵送します。

（※注4）委任状の偽造または偽造した委任状の行使をしたときは、刑法第１５９条(私文書偽造等)
　　及び１６１条(偽造私文書等行使)により罰せられます。

（※注１）委任状は必ず委任する本人が全て自署または記名・押印してください。

（※注２）戸籍関係書類を請求される場合は、依頼人から必ず正しい本籍と筆頭者を確認した上で
　　御来庁ください。

（※注３）個人番号（マイナンバー）及び住民票コードを記載した住民票の写しを請求される場合は、
    代理人に対して直接交付することができません。本人又は本人と同一世帯の方の住所地に
    郵送します。

（※注4）委任状の偽造または偽造した委任状の行使をしたときは、刑法第１５９条(私文書偽造等)
　　及び１６１条(偽造私文書等行使)により罰せられます。

私（代筆者） が代筆しました。 私（代筆者） が代筆しました。

委任事項
必要なものに

☑

委任事項
必要なものに

☑

記載例

この３ヵ所は

委任する本人が自署。


